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「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正について 

 

 

 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく自立支援医療について

は、「自立支援医療費の支給認定について」（平成１８年３月３日障発第0303002
号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）により実施されているところで

あるが、自立支援医療費の支給の対象となっている発達障害者及び高次脳機能障害

者については、本通知の診断書の様式を用いて、それらの者の症状、状態像等を適

切に把握することが容易でない場合があったことや「障がい者制度改革推進本部等

における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の

地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」（平成２２年法律第７１

号）により改正された法第４条第１項において、発達障害者を障害者自立支援法の

対象とすることが明確化されたこと等を踏まえ、自立支援医療（精神通院医療）の

診断書の様式の見直しを進めてきたところである。 

 今般、別添のとおり当該通知の一部を改正し、平成２３年４月１日から適用する

こととしたので、貴管内市町村を含め関係者及び関係団体に対する周知方につき配

慮願いたい。 

 

 

 


